
 

 
 

栃木労働局では県内企業の次世代育成の取組を推進するため、今後も認定の取得促進に

努めてまいります。 

くるみん認定授与式について 
日時：平成２７年９月８日（火） １４：００より ※撮影可 
場所：栃木労働局 局長室（宇都宮市明保野町１－４ 宇都宮第２地方合同庁舎４階） 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 株式会社足利銀行（１回目） 
 行動計画期間  
  平成２２年４月１日～平成２７年３月３１日 
 取 組 内 容  
①育児休職制度について子が満 2歳に達する月の月末まで取得可能

とした。また、子の看護休暇について、小学校就学後、中学校就

学前の子のために年間５日取得可能とした。 
 ②育児休職制度が男性にも適用されることをアナウンスし、父親の育児休職の

取得を促進した。 
 ③毎週水曜日の「早帰り日」及び２月、８月第２週の「早帰りウィーク」を実

施し、所定外労働削減を進めた。 
④若年者に対する就業体験機会の提供のため、年間１０人以上のインターンシ

ップを受け入れた。 
 

 

 

 

平成 27 年 8 月 28 日 

【照会先】 

 栃木労働局雇用均等室 
  室  長         野村 ひとみ 

厚生労働事務官     大野 晃太 
 （電話）028-633-2795 （F A X）028-637-5998 

 

厚生労働省栃木労働局 Press Release 

栃木労働局（局長 堀江 雅和）では、次世代育成支援対策推進法

（以下「次世代法」という）に基づく基準適合一般事業主として、８

月１３日に株式会社足利銀行（宇都宮市、代表執行役頭取 松下 正

直）を認定しました。 

同行は次世代法改正後初の認定企業であり、新しいくるみんマーク

を利用することができるとともに、栃木県内の金融機関での初めての

認定となります。 

また、県内で認定した企業は合計１７社、累計２３社となりました。 

改正次世代育成支援対策推進法施行後初のくるみん取得 
～「子育てサポート企業」として株式会社足利銀行を認定しました～ 

認定を受けた企業が使用できます。 



 

 

＜参考資料＞ 

参考１ 次世代育成支援対策推進法（抄） 

参考２ 新旧認定基準 

参考３ 栃木県内の認定状況等 

参考４ 一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定 プラチナくるみん認定を目指しま

しょう！！！ 

参考５ とちぎにくるみんを！！ 

http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tochigi-roudoukyoku/houdou/kintou/20150828sankoukisyahappyou.pdf
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tochigi-roudoukyoku/houdou/kintou/20150828sankoukisyahappyou.pdf
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tochigi-roudoukyoku/houdou/kintou/20150828sankou2-2kisyahappyou.pdf
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tochigi-roudoukyoku/houdou/kintou/20150828sankou3kisyahappyou.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/pamphlet/26.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/pamphlet/26.html
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tochigi-roudoukyoku/houdou/kintou/20150828sankou5kisyahappyou.pdf

